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  計画策定にあたり 

  

本計画は、市の最上位計画である「第２次高島市総合計画」の実現に向けて、市を取り

巻く社会情勢の変化や市政上の課題に対応した効率的な行政運営の確立と行財政改革の継

続的かつ組織的な推進を図ることを目的に策定するものです。 

総合計画はもとより、長期財政計画や職員数適正化計画、公共施設再編計画、ＤＸ推進

戦略、デジタル田園都市構想総合戦略など各種計画との連携を図りながら、計画的で確実

な行財政改革を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  取組期間 

  

計画の取組期間は、令和７年度から令和１１年度までの５年間とします。 
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第1期経営改革

プラン H18～

○効率的な行政

運営の推進

○組織、機構の

見直し

○新しい公共

空間の創造

第2期経営改革

プラン H21～

○効率的な行政

運営の推進

○組織、機構等

執行体制の整備

○市民と行政の

協働による

まちづくり

第3期経営改革

プラン H24～

○次の世代に大きな

負の財産を残さない、

持続可能な行財政

基盤の確立

○行政サービスの

向上と人材育成

○「市民協働」で

取り組む活力

あるまちづくり

第1期行財政改革

計画 H26～

○市民ニーズに

応える的確な

行政運営

○より実効的な

組織体制づくり

○新たな行政需要

に対応する財政

基盤の確立

第2期行財政改革

計画 R2～

○財政基盤の力を

高める

○職員の働き方の

質を高める

○多様な主体との

連携力を高める

  これまでの取り組み 

  

高島市では、これまで「高島市経営改革プラン（第１期～第３期）」および「高島市行財

政改革計画（第１期・第２期）」に基づき、持続可能な行財政基盤を構築し、効率的な行政

運営の推進を図ってきました。 

 この結果、職員数の適正化1や公共施設の再編2、また遊休財産の売却処分などの成果を

着実に積み上げて、総合計画の実現に向けて長期財政計画をはじめとした各種計画との整

合性を図りつつ行財政改革に取り組んできました3 4。 

一方で、市町村合併に対する財政措置である合併特例事業債が令和６年度に終了するこ

とに加え、今後の社会保障関係費の増加や公共施設等の老朽化対策など多くの課題がある

中で、持続可能な行政運営を行うためには、さらなる行財政改革に取り組む必要があるこ

とから、本計画の見直しを行います。 

 

 

これまでの計画と推進方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
1 参考資料 p8  職員数の推移 
2 参考資料 p9  公共施設再編の実績 
3 参考資料 p10 経常収支比率の推移 
4 参考資料 p11 健全化判断比率の推移 

３ 
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  行財政改革の推進方針 

  

 高島市を取り巻く環境と課題を踏まえると、将来を見据えて抜本的な改革が必要である

ことから、「第３期高島市行財政改革計画」の推進方針は次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４ 

持続可能な財政基盤の構築 

時代に合わせた行政サービスの提供 

地域の多様な主体との協働・連携 

○歳入確保策の積極的な導入 

○選択と集中による歳出の見直し 

○公共施設マネジメントの推進 

○特別会計・地方公営企業会計の経営健全化 

 

○行政サービスの適正化と業務の効率化 

○行政のデジタル化の推進 

○組織マネジメント体制の強化 

○職員の意識改革と自律型人材の育成 

○市民主体の市政運営 

○公民連携・広域連携の推進 
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持続可能な財政基盤の構築 

 
 今後の財政見通し5では、人口減少6により所得税や固定資産税などの税収が減少7してい

きます。一方で、高齢者の割合が増えるため高齢者向けの福祉サービスや医療サービスの

需要が増加8していきます。財政措置である合併特例事業債が令和６年度に終了を迎え、財

政運営は一層厳しくなっていく見込みであり、不足する財源については、基金を取り崩す

必要があります9。将来の老朽化施設の更新経費や災害等不測の事態に備えるためにも適切

な基金残高を確保しなければならない中で、さらなる行財政改革に取り組む必要がありま

す。 

こうした財政見通しを踏まえて、自主財源を増やすことと支出の内容を見直すこと、ま

た公共施設の再編を推し進めることで「持続可能な財政基盤を構築」することを推進方針

のひとつとします。 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

                                                      
5 参考資料 p13 ⻑期財政⾒通し（R3〜R12） 
6 参考資料 p12 人口推計 
7 参考資料 p14 地方税の推計 
8 参考資料 p15 扶助費の推計 
9 参考資料 p16 基金残高の推計 

○公共施設マネジメントの推進 

○選択と集中による歳出の見直し 

○歳入確保策の積極的な導入 

○特別会計・地方公営企業会計の経営健全化 

遊休財産の処分等の促進や廃止した施設の利活用等の自主財源確保策を検討し、歳入

を増やす行財政改革の取り組みをさらに推進します。 

事務事業全般について、市が実施する必要性や効果等を検証し、より一層の効率化を

図ります。 

保有する公共施設等の総量を最適化し、将来にわたって必要となる施設を適正に維持

更新します。 

収納率向上に向けた取り組みや収支状況等を検証し、運営の安定を図ります。 

（国民健康保険事業、介護保険事業、水道事業、下水道事業、病院事業） 
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時代に合わせた行政サービスの提供 

 
 進む人口減少、少子高齢社会下において、住民に身近な行政主体としての自治体の役割

は多岐にわたり、様々な課題に対応するため、業務が広範囲かつ複雑になってきていま

す。また、公共施設の再編を進めるにあたり機能の集約等も検討していかなければなりま

せん。そのうえで、自治体に求められる役割を持続可能な形で今後も果たしていくために

は、住民に負担をかけるだけの行政サービスの見直しではなく、「時代に合わせた行政サー

ビスの提供」を模索する必要があります。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

○行政サービスの適正化と業務の効率化 

○組織マネジメント体制の強化 

人口減少や少子高齢化に伴う社会構造の変化による住民ニーズに対応していくため、

これまでの行政サービスのあり方の見直しや質の向上に取り組みます。 

また、公正で合理的かつ効率的に事務を行うため、事務手順の点検等による適正な 

事務執行および事務改善などに取り組みます。 

○行政のデジタル化の推進 

○職員の意識改革と自律型人材の育成 

改革の担い手である職員の専門性や自己啓発意欲を高めることにより、複雑化・高 

度化する行政需要に柔軟かつ自律的に対応できる職員の育成を図ります。 

庁内横断的な取り組みを推進し、統合庁舎の強みを生かした効率化を図るとともに、 

組織力を高め、職員の意欲向上につなげます。また、類似団体等の状況を踏まえたう 

えで、会計年度任用職員・定年延長といった人事制度や働き方改革といった社会情勢 

を踏まえ、弾力的な人員配置に取り組み、体制の適正化を図るための必要な見直しを 

行います。 

今後のデジタル社会の到来を見据え、市が提供するさまざまなサービスについて 

デジタルツールを活用して利便性向上と事務効率化を図ります。 
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地域の多様な主体との協働・連携 
 

 著しい少子高齢化に伴う地域社会の衰退や、人口減少に併せて市役所自体も職員の採用

が難しくなっていくことが見込まれる将来に備えて、今後は行政経営の様々なパートナー

とともに歩むことがますます重要になっていきます。 

持続可能な形で住民生活を維持するためには、市民をはじめ、住民自治協議会、ＮＰＯ

法人、民間事業者などの主体がそれぞれの特性を発揮することで、地域課題の解決につな

げていくことができるように「地域の多様な主体との協働・連携」を推進します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  推進体制と公表 

  

 計画の推進にあたっては、具体的な実施内容を示す推進計画を策定し、「高島市行財政改

革推進本部」において進行管理と評価を行います。推進計画および取組実績は、市民や学

識経験者等で構成する「高島市行財政改革委員会」の意見を反映し、市の広報媒体を通じ

て公表します。 

 

 

 

  

５ 

行財政改革推進本部 

（本部長：副市長、各部長等で構成） 

意見 説明 

市
長 

各担当部局 

推進計画に基づき改革に取り組む 

報告 

指示 

代表者の 

参加 

 

 
 
市議会と 

市民へ公表 
 

 

市
民 

市議会と 

市民へ公表 

行財政改革委員会 

（市民や学識経験者等で構成） 

○公民連携・広域連携の推進 

○市民主体の市政運営 

市民の意見やニーズが反映されるよう市政モニター制度や住民参加型のワークショッ

プなどを積極的に活用すること、市政運営に関する情報共有を図る広報活動・オープ

ンデータ化を推進します。 

従来の業務手法にとらわれることなく、民間団体等と協働・連携を進めること、また

包括的民間委託の導入是非や指定管理者制度等の見直しを検討します。 
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  参考資料 

 

（１） 職員数の推移 

（２） 公共施設再編の実績 

（３） 経常収⽀⽐率の推移 

（４） 健全化⽐率の推移 

（５） 人口推計 

（６） ⻑期財政計画 

（財政⾒通し、地⽅税、扶助費、基⾦残⾼の推計） 

（７） 策定体制と経過 

（８） ⾼島市⾏財政改⾰委員会規則 

（９） ⾼島市⾏財政改⾰推進本部設置要綱 

（１）職員数の推移 
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（「⾼島市職員数適正化計画（令和４年９⽉改訂）」および「⾼島市⾏財政改⾰推進計画」より資料作成） 

（単位︓人） 

※消防・病院・陽光の⾥の職員数を除く 
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（２）公共施設再編の実績（H26〜R5 期間における施設類型別再編実績） 

 

 

 

 

 

 

 

  

（「第２期⾼島市公共施設再編計画（令和７年３⽉策定予定）」より⼀部引⽤） 

施設数 延床面積㎡ 施設数 延床面積㎡

庁舎等 9 20,189 6 17,794 ▲ 2,395 ▲ 11.9

消防施設 4 4,184 5 4,294 110 2.6

その他行政系施設 6 3,583 6 3,583 0 0.0

集会施設 27 18,813 17 16,440 ▲ 2,373 ▲ 12.6

文化施設 3 8,206 3 8,206 0 0.0

博物館等 12 4,221 8 2,632 ▲ 1,589 ▲ 37.6

図書館 6 5,878 6 5,878 0 0.0

学校 21 95,866 19 91,321 ▲ 4,545 ▲ 4.7

その他教育施設 4 3,376 4 3,376 0 0.0

幼稚園・保育園・こども園 8 11,762 8 11,762 0 0.0

幼児児童施設 2 831 5 3,715 2,884 347.1

保健施設 6 4,262 3 2,396 ▲ 1,866 ▲ 43.8

高齢福祉施設 15 17,829 9 12,013 ▲ 5,816 ▲ 32.6

障がい福祉施設 1 300 1 300 0 0.0

スポーツ施設 23 26,751 19 26,627 ▲ 124 ▲ 0.5

レクリエーション・観光施設 28 31,950 23 29,488 ▲ 2,462 ▲ 7.7

産業系施設 20 5,209 7 3,198 ▲ 2,011 ▲ 38.6

公園 17 140 17 100 ▲ 40 ▲ 28.6

供給処理施設 11 17,646 10 17,472 ▲ 174 ▲ 1.0

公営住宅 44 55,757 36 48,478 ▲ 7,279 ▲ 13.1

病院・医療施設 6 19,432 6 19,401 ▲ 31 ▲ 0.2

その他 30 3,674 30 3,693 19 0.5

総計 303 359,859 248 332,167 ▲ 27,692 ▲ 7.7

再編面積㎡ 再編率％
令和6年3月現在

類型
平成27年3月現在
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H26 H27 H28 H29 H30 R元 R２ R３ R４ R5

経常収⽀⽐率の推移 全国市町村平均

県内市町平均

⾼島市

年度

%

（３） 経常収⽀⽐率の推移 

 

  

経常収⽀⽐率は、人件費や扶助費、公債費といった毎年必ず発⽣する義務的経費に充当された⼀般財源額
が、市税や普通交付税などの毎年経常的に収⼊される⼀般財源額に占める割合であり、⾃治体の財政構造の弾
⼒性を判断する指標の１つです。 
 この⽐率が低いほど、⾃由に使える財源が多いことになり、財政的にも余裕があると⾔えます。⼀般的に、市町では
７５％以下が望ましいとされていますが、全国的にもほとんどの⾃治体がこの基準を大きく超えている状況が続いて
います。  

（「令和 5 年度⾼島市普通会計決算状況調書」から⼀部引⽤） 
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健全化判断⽐率の推移 実質公債費⽐率
（３か年平均）

将来負担⽐率

年度

%

（４） 健全化判断⽐率の推移 

 

 

 

 

  

【実質公債費⽐率】 
 経常的に⾒込まれる⼀般財源収⼊額（標準財政規模）に対して、その年度の実質的な公債費負担の大きさ
を示す指標で、公債費は、市の⼀般会計から直接返済している額だけではなく、公営企業会計（水道事業、下水
道事業、病院事業など）の公債費に充当した繰出⾦などを含め、直近３か年の平均値で求めます。 
 
【将来負担⽐率】 
 ⾃治体が将来に⽀出しなければならない財政負担（負債）が、毎年経常的に⾒込まれる⼀般財源収⼊額
（標準財政規模）の何倍にあたるかを示す指標であり、単年度にとどまらず、中⻑期的な視点での財政状況を表
しており、将来に財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標と⾔えます。 

※令和５年度は令和 4 年度に引き続き数値なし（－） 
（「令和５年度⾼島市財政概況」および「令和５年度⾼島市普通会計決算状況調書」から資料作成） 
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（単位︓人） 

（国⽴社会保障・人口問題研究所「⽇本の将来推計人口（令和 5 年度推計）」より資料作成） 
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（41.0%）
（43.1%）

人口構成の割合

（単位︓人） 

14 歳以下   15-64 歳      65 歳以上 
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（６－１）⻑期財政⾒通し（R3〜R12） ※R6 以降は推計 
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（６－２）地⽅税の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
⾃治体財政の経常的な財源の中心は地⽅税と地⽅交付税であり、どちらも景気の影響を受けて変動します。特に、

地⽅税の市⺠税は景気の状況に左右されることから、令和 3 年度は新型コロナウイルス感染症の影響による経済の落
ち込みで減収となっていますが、内閣府が⾏った中⻑期の経済財政に関する試算では、国における経済対策の実施等
により、コロナ前の水準に回帰することが⾒込まれます。 

また、計画期間中に予定されているリゾートホテル開業により法人や従業者の所得拡大による個人の市⺠税、固定
資産税の増加が⾒込まれますが、人口減少による個人市⺠税の減少と地価の下落の状況や家屋の評価替えの状況
から、固定資産税は減少していく⾒込みです。 
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軽⾃動⾞税 市町村たばこ税 その他

（「令和５年度⾼島市財政概況」および「⾼島市⻑期財政計画（令和４年３⽉改定）」より資料作成） 

（単位︓百万円） 
※R6 以降は推計 
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（６－３）扶助費の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
社会保障制度の⼀環として、⽣活保護法、児童福祉法、⽼人福祉法等の各種法令に基づき、障がい者、⾼齢者、

⽣活困窮者、児童等に対し、その⽣活維持するため⽀出する扶助費は、人口構成等様々な要因により変化します。 
 特に⾼齢化率が⾼い本市においては、複雑化・多様化する社会保障ニーズの⾼まりとあいまって、今後も増加が⾒込
まれます。児童福祉費は人口フレームから微減の⾒込みですが、障害福祉費はこれまでの状況から年間３％の伸びが
⾒込まれます。 
 伸び続ける扶助費の抑制とすべての世代の⽅が健康でいきいき暮らせる地域をつくるため、本市では様々な健康・福
祉施策を展開しており、これらの施策を展開することにより、最後のセーフティネットである⽣活保護費と健康寿命を延ば
すことによる⽼人福祉費の現状維持を⽬標とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※R6 以降は推計 
（単位︓百万円） 

（「令和５年度⾼島市財政概況」および「⾼島市⻑期財政計画（令和４年３⽉改定）」より資料作成） 
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（６－４）基⾦残⾼の推計 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
計画期間中の各年度における財源の不⾜分は財政調整基⾦から繰り⼊れることを⾒込んでいます。 
また、まちづくり活動の⽀援等を⽬的とする地域活性化基⾦は、公共交通の維持やまちづくり交付⾦に加え、新たな

住⺠⾃治協議会交付⾦の財源にも充てる⾒込みです。 
更に、合併特例事業債の発⾏期限後となる令和７年度以降も新ごみ処理施設の整備や⽼朽化施設の改修等が

⾒込まれることから、公共施設整備基⾦や教育施設整備基⾦からの繰り⼊れを⾏う予定です。 
これらのことから、今後、基⾦残⾼は減少していくことが⾒込まれますが、⼀定残⾼を確保するために更なる⾏財政改⾰
に取り組み、適切な基⾦を確保して後年度の投資的経費や災害等不測の事態に備える必要があります。 

 

 

 

 

  

（単位︓百万円） 
※R6 以降は推計 

（「令和５年度⾼島市財政概況」および「⾼島市⻑期財政計画（令和４年３⽉改定）」より資料作成） 
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（７）策定体制と経過 

  開 催 ⽇ 会   議 内   容 

令和６年２⽉２８⽇ ⾏財政改⾰推進ワーキンググループ 
市の現状と課題について 
意⾒交換 

令和６年７⽉１６⽇ ⾏財政改⾰推進ワーキンググループ 計画⾻⼦について協議 

令和６年１０⽉９⽇ ⾼島市⾏財政改⾰推進本部会議 計画について協議 

令和６年１０⽉１５⽇ ⾼島市⾏財政改⾰委員会 計画について審議 

令和６年１１⽉２５⽇ 
〜令和６年１２⽉２４⽇ 

パブリックコメントの実施  

 

 

 

   

  

⾏財政改⾰推進ワーキンググループでの様⼦（全体研修会、現地⾒学、意⾒交換会） 

令和 7 年度以降の次期⾏財政改⾰計画の策定にあたり、今後を担う若手職員を対象として 
ワーキンググループを設置し、将来推進せざるを得なくなる⾏財政改⾰について学ぶ機会としました。 
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（８）⾼島市⾏財政改⾰委員会規則 

平成27年4⽉1⽇ 

規則第32号 

(趣旨) 

第１条 この規則は、⾼島市附属機関設置条例(平成26年⾼島市条例第4号)第5条の規定に基づき、⾼島市⾏

財政改⾰委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

(組織) 

第２条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、市⻑が委嘱する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 市⻑が必要と認める者 

２ 委員は、再任されることを妨げない。 

３ 委員が任期中に欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(委員⻑および副委員⻑) 

第３条 委員会に、委員⻑および副委員⻑1人を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員⻑は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員⻑は、委員⻑を補佐し、委員⻑に事故があるとき、または委員⻑が欠けたときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第４条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員⻑が招集する。ただし、委員⻑および副委員⻑が選出されてい

ないときは、市⻑が招集する。 

２ 委員⻑は、会議の議⻑となる。 

３ 会議は、半数以上の委員が出席しなければ、開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議⻑の決するところによる。 

５ 会議は原則として公開とする。ただし、委員⻑が必要と認めるときは、出席委員の半数以上の賛成をもって⾮公開

とすることができる。 

６ 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その説明または意⾒を聞くことができる。 

(庶務) 

第５条 委員会の庶務は、総務部⾏財政管理局において処理する。 

(その他) 

第６条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員⻑が会議に諮って定める。 

付 則 

この規則は、公布の⽇から施⾏する。 

付 則(平成28年4⽉1⽇規則第37号) 
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この規則は、公布の⽇から施⾏する。 

付 則(平成29年4⽉1⽇規則第5号) 

この規則は、平成29年4⽉1⽇から施⾏する。 

付 則(令和4年4⽉1⽇規則第27号) 

この規則は、令和4年4⽉1⽇から施⾏する。 

付 則(令和6年4⽉1⽇規則第24号) 

この規則は、公布の⽇から施⾏する。 
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（９）⾼島市⾏財政改⾰推進本部設置要綱 

平成20年6⽉1⽇ 

告示第87号 

(設置) 

第１条 社会経済情勢の変化に対応した効率的な⾏財政運営の確⽴と⾏財政改⾰の継続的かつ組織的な推進を

図るため、⾼島市⾏財政改⾰推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。 

(構成) 

第２条 推進本部は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。 

２ 本部⻑は、推進本部の事務を総括する。 

３ 副本部⻑は、本部⻑を補佐し、本部⻑に事故があるとき、または本部⻑が欠けたときは、その職務を代理する。 

(所掌事務) 

第３条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

(1) ⾏財政改⾰にかかる計画の策定ならびにその推進に関すること。 

(2) ⾏財政の制度および運営の改善に関すること。 

(3) 公共サービスにおける⾏政の役割および市⺠、事業者、⾏政等の協働に関すること。 

(4) その他⾏財政改⾰に係る重要事項に関すること。 

(本部会議) 

第４条 推進本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部⻑が招集する。 

２ 本部⻑は、必要があると認めるときは、本部会議に本部員以外の者の出席を求め、その意⾒を聴くことができる。 

(⾏財政改⾰推進ワーキンググループ) 

第５条 ⾏財政改⾰に係る専⾨的事項の調査研究、検討等を⾏わせるため、推進本部に⾏財政改⾰推進ワーキン

ググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を置くことができる。 

２ ワーキンググループは、総務部⻑が指名する者をもって組織する。 

３ ワーキンググループは、推進本部が指示する事項について調査研究、検討等を⾏い、その結果を本部会議において

報告する。 

(庶務) 

第６条 推進本部の庶務は、総務部⾏財政管理局において処理する。 

(その他) 

第７条 この告示に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部⻑が別に定める。 

制定文 抄 

平成20年6⽉1⽇から適⽤する。 

改正文(平成21年3⽉31⽇告示第48号)抄 
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平成21年4⽉1⽇から適⽤する。 

別表(第2条関係) 

役職 職名 

本部⻑ 副市⻑ 

副本部⻑ 教育⻑ 

本部員 議会事務局⻑ 

〃 総務部⻑ 

〃 政策部⻑ 

〃 市⺠⽣活部⻑ 

〃 環境部⻑ 

〃 健康福祉部⻑ 

〃 ⼦ども未来部⻑ 

〃 農林水産部⻑ 

〃 商⼯観光部⻑ 

〃 都市整備部⻑ 

〃 会計管理者 

〃 消防⻑ 

〃 ⾼島市⺠病院事務部⻑ 

〃 危機管理監 

〃 教育委員会事務局教育総務部⻑ 

〃 教育委員会事務局スポーツ振興部⻑ 

〃 教育委員会事務局教育指導部⻑ 

〃 総務部人事課⻑ 
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第３期高島市行財政改革計画 

（令和 7 年度～令和 11 年度） 

 

令和 7 年(2025 年) 1 月 

 

高島市行財政改革推進本部 

（事務局：総務部行財政管理局 行政管理課） 


